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絹
組
問
兼
発
行
人

朝
日
町
役
場
内
大
菅
遠
ニ

印

刷

所

両

越

印

制

定
価
一
部
六
円

送

料

四

円 ，（誠司mヨ；ぷ

（七月十九日撮影）

。

朝
日
町
海
岸
侵
蝕
対
策

特
別
委
員
会

八
月
八
日
（
土
）
午
前
十
時
よ
り
開
催

委

員米

田

吉

ニ

藤

田

二

之

次

郎

大

橋

米

太

郎

上

沢

源

次

狩

谷

常

作

酒

井

栄

浜
田
豊
次
郎

松
原

茂

柚

木

支

次

大

村

房
次

岩

谷

健

次

水

島

長

作

初
会
合
に
つ
き
次
の
と
お
り
要
員
長
及
び

訓
蚕
員
長
を
互
選

蚕

員

長

旗

印

ニ

之

次

郎

副

餐

員

長

大

橋

米

太

郎

次
に
次
の
こ
氏
を
技
術
而
と
凶
係
地
区
と

云
う
ご
と
に
蚕
貝
に
加
え
る
こ
と
に
決
る

奈

良

小

坂

満

M
M

近
隣
栄
之
助

当
一向
の
対
策
と
し
て
侵
蝕
に
対
す
る
時
十
術

的
に
調
丘
、
研
究
を
円
十
念
に
行
う
と
共
に

護
岸
の
促
進
を
図
る
こ
と
と
し
現
地
視
察

を
行
っ
て
散
会
。

。

厚
生
委
員
会

八
月
九
日
〈
日
）
午
後
二
時
よ
り
開
催

笹
川
簡
易
水
道
施
設
の
概
要
、
設
計
等
に

つ
い
て
聴
く

山
崎
小
学
校
給
水
施
設
に
つ
い
て
も
説
明

を
聴
く
、
山
崎
小
学
按
長
、
大
久
保
白
光

氏
及
び
P
T
A
会
長
も
施
行
の
促
進
を
お

願
レ
に
来
ら
れ
る
。

な
お
赤
川
保
育
所
の
噌
築
工
事
に
つ

い
て

も
概
要
の
説
明
、
病
院
関
係
等
に
つ
い
て

協
験
さ
れ
午
後
五
時
四
十
五
分
散
会
。

第

四

固

定

例

議

会

（七
月
二
十
八
日
）

朗自 岳頂上 よ

提
出
議
案

議
案
第
一
号

朝
日
町
財
政
再
建
計
画

の
一
部
変
民
の
件

第
二
分
制
日
町
官
少
年
間
間
協

議
会
設
限
条
例
制
定
の
件

黒

郎

宵

第
三
分
下
新
川
郡
公
平
委
員
会

規
約
の
一

部
改
正
の
件

第
四
号
泊
病
院
職
員
退
職
手
当

積
立
金
条
例
設
置
の
件

第
五
号

昭

和

三

十
四
年
度
朝
日

町
政
出
歳
入
第

一
一川
追
加
更
生

予
算

第
六
号

黒
東
合
口
用
水
組
合
規

約
の
一
部
改

E
の
件

第
ヒ
芳
晴
日
町
支
所
設
世
条
例

の
一
部
改
正
の
件

第
八

号

朝

日
町
公
告
式
条
例
の

一
部
変
更
の
件

毘
挙
第

一
号
黒
東
合
口
町
水
組
合
会

取
凸
選
法
γ

の
件

報
告
第
一
円
V

W
決
処
分
報
告
承
認
の

専
決
第
一
号
昭
和
↑一一
十
三
年
度

明
日
町
議
入
議
出
第
四
川
唱
加

更
生
予
算

。
第
二
す
昭
和
三
十
三
年
度

胡
日
町
泊
萌
院
特
別
会
計
歳
入

議
出
追
加
予
算

第

二

号

専

決
処
分
報
告
承
認
の

専
決
第

一
ロ
ザ
昭
三
四
年
度
朝
日

町
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
歳

入
歳
出
第
一

回
追
加
吏

E
予
算

ゲ

第

二

号

昭

三

四
年
度
制
日

町
国
民
健
康
保
険
直
営
大
家
庄

診
療
所
特
別
会
計
歳
入
接
出
第

一
向
追
加
更
正
予
算

タ
第
三
号
昭
三
四
年
皮
朗
B

町
国
民
健
康
保
険
直
蛍
境
診
療

所
特
別
会
計
歳
入
歳
出
第
一
間

追
加
更
正
予
算

H
q

第
四
分
町
三
四
年
度
朝
日

町
泊
病
院
特
別
会
計
議
入
描
出

追
加
更
正
予
算

II II II II ゲ，， II II 

七
月
二
十
八
日
午
前
十
一
時
八
分
、
出
席

椛
員
二
十
二
名
〈
欠
席
議
員
二
名
）
・
を
以

っ
て
第
四
回
制
日
町
議
会
定
例
会
開
か
る

先
づ
会
期
を

一
日
と
定
め
議
事
録
著
名
員

に
波
辺
、
大
村
両
議
員
に
指
名
あ
っ
て
議

案
審
犠
に
入
い
る
。

。
議
案
第
二
号
よ
り
審
議

説
明

青

少
年
の
健
全
な
活
動
を
推
進
す

る
た
め
、
青
年
少
年
問
題
協
議
会
設

位
法
の
規
定
に
慕
き
町
に
も
協
議
会

を
設
置
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る

従
来
背
少
年
問
題
に
つ
い
て
は
各
盤

機
関
、
諸
問
体
が
個
々
こ
れ
に
当
っ

て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
等
に
対

L
相
互
の
辿
絡
を
悶
り
総
合
的
施
策

・
を
樹
て
て
適
切
な
突
施
を
期
す
る
た

め
設
け
る
、
地
方
で
も
月
一
四
位
の

協
融
会
な
聞
き
山
川
報
交
換
等
を
行
い

そ
の
刺
慌
を
訓
ず
る
。

法
に
よ
り
会
長
は
町
長
、
委
員
は
町

の
椛
会
縦
民
、
関
係
行
政
機
関
の
職

日
比
び
学
槌
経
験
者
の
号
ち
か
ら
町

長
が
任
命
し
香
川
県
の
任
期
は
二
年
に

な
っ
て
い
る
。

議
員
従
来
で
ふ
述
絡
協
議
会
が
あ
り
そ

れ
ぞ
れ
自
体
の
計
画
に
よ
り
協
議
し

予
算
等
も
多
少
有
し
て
青
少
年
育
成

に
尽
し
て
全
た
が
い
ま
朝
円
町
一
環

と
し
た
も
の
や
作
る
と
す
れ
ば
屋
上

の
原
と
云
う
こ
と
に
な
る
の
で
な
い

A
M
 

当
局

育
少
年
補
導
育
成
会
と
一云
4
も
の

が
あ
っ
た
が
そ
れ
等
を
発
展
的
解
消

す
る
も
の
で
な
く
そ
れ
等
を
含
め
て

作
る
も
の
で
あ
り
、
総
合
的
に
青
少

年
問
題
の
対
策
上
必
要
で
あ
る
と
思

£
7
0
 

続

員

こ

れ

に
対
す
る
予
算
の
夷
付
け
は

な
い
が
？

当

局

こ

れ
に
対
す
る
予
算
に

つ
い
て
は

み
て
レ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
県
に

も
相
談
し
た
と
こ
ろ
各
機
関
F

団
体

は
従
来
こ
れ
等
に
対
す
る
汚
動
費
を

噌

E
・
4
E・
ヲ
『
U



計
上
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
こ

一

う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
恩
給
組
合

れ
を
活
附
し
て
レ
た
だ
く
．
た
だ
、

一

に
加
入
す
る
こ
と
は
削
な
聞
が
あ
る

会
合
聞
は
若
ず
裂
す
る
か
と
思
っ
て

一

の
で
限
立
合
’制
肢
を
と
る
も
の
で
あ

お
り
ま
す
。

一

り
ま
す
。

今
ま
で
条
例
を
段
け
ず
し

議
員
こ
の
誠
実
を
み
て
ピ
ン
と
こ
な
い

一

て
説
ゑ
を
行
な
つ
℃
き
た
の
で
あ
り

県
で
も
で
き
た
か
ら
そ
れ
で
は
私
の

一

ま
す
が
町
立
と
な
っ
た
三
十
三
年
度

と
こ
ろ
も
作
ろ
う
か
と
云
う
よ
う
に

一

に
逆
上
っ
て
樹
立
を
し
よ
う
と
す
る

感
ぜ
ら
れ
る
。
ど
う
し
て
も
作
ら
ね

一

も
の
で
あ
り
ま
す
。

ぼ
な
ら
ぬ
と
云
う
こ
と
で
あ
れ
ば
削
一
議
員
病
院
の
職
員
は
ど
う
考
え
て
お
ら

日
町
の
背
少
年
の
動
向
は
ど
う
か
、

一

れ
る
か
。

そ
う
云
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
具
体
的

一
当
局
技
術
職
員
の
了
解
を
得
て
あ
h
ま

に
示
し
て
ほ
し
い
又
今
ま
で
や
っ
て
一
す
。

－

き
て
い
た
団
体
は
ど
う
な
る
の
か
そ

一議
員
以
前
か
ら
積
立
て
い
た
の
で
な
く

一

れ
等
の
具
体
的
な
万
同
は
示
さ
れ
て

一

ご
れ
に
よ
る
と
三
十
三
年
度
か
ら
と

一

い
な
い
。

一

な
っ
て
い
る
が
？

一

林
抱
午
前
十
一
時
四

O
分

一
当
日
前
町
立
に
な
っ
た
の
は
一
二
十
＝
一
年
度

一

再
開
正
午
十
二
時

一

で
以
前
の
ザ
は
財
産
と
し
て
引
継
レ

一

休
憩
中
に
こ
の
問
題
に
つ
レ
て
協
議

一

だ
の
で
あ
り
ま
す
。

一

議
員
こ
の
協
議
会
条
例
案
や
第
二
条
第
一
全
員
呉
設
な
く
可
決

一

二
項
の

2
に
よ
る
と
関
係
機
関
に
非

一

一

常
な
発
言
椛
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の

一
O
議

案

第

五

号

一

と
、
こ
れ
等
に
つ
い
て
大
き
な
都
築
一
説
明
昭
和
三
十
四
年
度
一
般
会
計
歳
入

一

を
や
っ
て
行
く
に
は
相
当
な
予
算
を
一

歳
出
第
一
凹
心
加
民
正
予
算
に
つ
い

一

必
援
と
思
う
、
そ
う
去
っ
た
点
や
強
一

て
概
略
説
別
申
し
上
げ
ま
す
。

－

剥
し
て
原
案
に
賛
成
し
ま
す
。

一

議
入
総
制
九
、
四
国
七
、
三
一一一
一一日

一

令
一
員
呉
設
な
く
議
案
第
二
号
可
決

一

を
見
込
ん
で
組
ん
だ
の
で
あ
り
交
す
一

休

憩

午

後
七
時

O
四
分

一

主
な
も
の
は
三
十
三
年
度
出
納
閉
鎖
一

再
開

ρ

一
時
一

O
分

一

閣
に
よ
る
紋
献
金
三
二
八
万
円
余
、

一

。

議

案

第

三

号

国
即
納
助
命
で
泊
第
一
保
育
附
新
築

一

稲
川
一

O
五
万
円
、

新
地
災
W
H
復
旧

説
明

l
h
r師
会
一平
・
奈
川
同
会
規

約

の

一

世

制

問

三
五
万
六
千
円
余
、
小
同
地

－

部
改
一
山
川
…
山
山
は
舟
見
町
の
入
者
町
開
発
路
側
助
成
合
と
し
て
九
五
万
一
－
一
－

へ
の
合
併
に
件
い
v
、

規

約

第

一

条

中

千

円

、

七
払
滝
川
災
市
口
復
旧
費
補
助

一

「
黒
部
山
、
入
持
町
、
宇
奈
月
町
、
に
五
八
万
二
千
円
、
外
に
教
育
費
削

一

刺
臼
町
、
舟
見
町
＼
舟
見
外
三
ケ
町
助
金
六
万
九
千
円
余
合
せ
て
一
ニ
心
一

－

村
中
山
子
技
組
合」

に
改
め
ゐ
も

の

で

万

一
千
円
余
、
県
制
助
金
と
し
て
は

－

あ

り

ま

す

。

岱

位

以

術

指

川

市

仏

H
設
れ
訓
助
と
し
て

・

念
日
H
出

抑

制

州

な

く

可

決

二

万

五

千

円

、

符

附

金

で

は

赤

川

保

一

育
所
矧
鉱
山
町
分
一
三
万
円
、
耕
地
災
一

O
議

案

第

四

号

索

以

出

配

分

一
四
万
七
千
円
余
、
七

一

説
明
的
病
院
駅
員
退
職
手

当

初

立

合

条

盟

滝

川
災
出
血
旧
政
分
一
二
万
円
、

一

例
設
定
に
つ
い
て
は
病
院
の
技
術
職
道
路
改
良
市
来
政
分
一
九
万
五
千
円
一

員
は
昔
、
泌
般
民
と
逝
っ
て
胞
給
を
受
道
路
制
柴
山
肌
分
一
五
万
円
、
泊
第
一

－

け
る
よ
う
に
な
る
ま
で
勤
め
る
と
云

保

育

闘

新
築
世
分
一

O
O万
円
計
三

一
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一
七
万
四
千
円
余

一

出
金
で
は
泊
高
校
商
業
銀
設
置
に
伴
一
決
定
し
た
と
き
の
こ
と
で
お
願
い
し

そ
の
他
雑
収
入
で
一
二
万
五
千
円
を
見

一

う
施
設
費
と
し
て
五

O
万
、
予
備
費
一
て
い
た
は
ず
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で

込
ん
で
肘
狐
に
引
充
て
追
加
を
行
な

一

に
一
万
五
千
円
余
。

一

第
一
段
階
と
し
て
敷
地
の
交
渉
を
進

去
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

一

総
合
計
丸
、
四
四
七
、
三
三
三
円
を

一

め
厚
生
省
へ
の
折
捗
に
よ
り
補
助
が

歳
出
と
し
て
主
な
も
の
は
設
会
政
に

一

今
凶
追
加
い
た
し
た
の
で
あ
り
ま
す
一

内
定
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
地
元
の

九
千
円
、
土
木
質
の
道
路
橋
梁
維
持

一
＠

議

案

第

一
号

一

一
O
O
万
叶
は
大
休
致
地
分
と
な
り

修
絡
世
に
冗
方
向
、
道
路
橋
梁
新
設

一
説

明

朝

日
町
財
政
再
鐙
計
画
の
一
部
変
一

ま
す
。
な
お
二

0
0方
位
足
り
な
い

改
良
践
に
七

O
万
円
、
災
害
土
木
賞
一

更
の
主
な
盟
由
は
邸
中
地
区
一
部
分

一

と
存
じ
ま
す
が
遂
次
允
突
を
し
て
ゅ

の
七
軍
制
川
災
留
仮
出
自
に
八
二
万

一

離
に
よ
る
税
収
抜
び
に
地
方
交
付
税

一

き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

八
千
円
、
教
育
脱
に
つ
い
て
、
小
学

一

の
滅
側
、
税
の
自
然
増
枚
、
前
年
度
一
議
員

赤
川
保
育
所
増
築
資
二
六
万
円
に

校
践
で
は
即
科
教
材
到
に
一

O
万

二

繰
越
金
及
び
特
別
会
計
繰
出
金
の
制

一

対
し
地
元
負
担
は
半
制
の
十
三
万
円

千
円
準
接
説
児
説
修
学
旅
行
給
与
と

一

限
等
に
よ
り
生
じ
た
一
般
財
瀬
を
以
一
泊
第

一
保
育
闘
の
地
元
負
担
金
に
つ

し
て
－
一
万
円
余
、
中
学
校
費
で
は
準

一

っ
て
こ
れ
に
充
当
し
、
な
お
一
部
を

一

い
て
比
絞
す
る
と
泊
の
分
が
少
な
い

援
護
児
説
修
学
旅
行
給
与
と
し
て
一

二

財

政

調
整
償
立
金
、
公
債
費
に
充
て

一

が
こ
れ
は
如
何
な
る
摂
拠
に
よ
る
も

万
九
千
円
余
・
小
川
中
学
校
地
築
費
一

る
外
特
定
財
源
の
増
加
に
伴
う
物
件

一

の
か
。

で
追
加
工
事
分
及
び
竣
工
式
費
用
と

一

挫
．
そ
の
他
の
消
費
酌
経
費
に
充
て

一
当
局
赤
川
保
育
所
は
最
初
か
ら
地
元
で

し
て
四
五
万
円
、
舟
見
中
川
平
校
組
合

一

ょ
う
と
す
る
た
め
行
う
。

一

半
額
負
担
す
る
か
ら
是
非
早
急
に
と

負
組
金
四
万
四
千
刊
余
、
計
六
三
万

一

（
資
料
に
よ
り
説
明
）

一

の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
し
入
所
児
も

六
千
円
余
、
社
会
釣
働
施
設
費
で
は

一
議
員
当
初
予
算
に
舟
川
構
改
築
費
と
し

一

補
え
て
い
る
の
で
や
る
こ
と
に
し
た

常
設
保
育
所
政
と
し
て
二
九
一
万
六

一

て
一

O
O万
円
を
み
て
あ
っ
た
が
、

一

あ
の
建
物
は
全
部
町
で
負
担
し
た
も

千
円
余
り
、
そ
の
主
な
も
の
は
泊
第
一

こ
れ
を
削
っ
て
あ
る
、
よ
く
調
べ
て

一

の
で
、
泊
は
相
当
多
額
に
上
る
金
額

一
保
育
附
新
築
践
と
し
て
二
九
五
万

一

削
っ
た
の
か
。

一

で
も
あ
り
ま
す
の
で
、
別
に
入
所
鬼

門
、
松
川
保
育
所
的
築
政
の
二
六
万

一
当
局
計
画
を
樹
て
た
と
き
は
一

O
O
万

一

数
と
か
又
位
和
数
に
よ
っ
た
も
の
で

門
で
削
枇
し
た
も
の
は
似
合
所
長
報

一

と
み
た
が
一

O
O万
円
だ
け
で
は
で

一

は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

酬
・ぷ
び
修
紛
糾
で
あ
り
ま
す
。

国
民

一

き
な
い
の
で
後
年
度
に
お
い
て
計
画

一
様
民
泊
第
一
保
育
闘
の
附
凶
に
つ
い
て

年
公
費
凹
万
六
千
円
こ
れ
は
今
度
新

一

計
上
す
る
予
定
で
削
減
し
た
り
で
あ
一

は
現
在
小
中
学
校
校
舎
の
整
備
問
組

し
く
設
け
ら
れ
た
凶
民
年
金
制
伎
の
一

り
ま
す
。
少
な
く
と
も
＝

0
0万
は

一

が
起
っ
て
い
る
、
そ
れ
で
こ
れ
を
光

経
質
で
あ
り
ま
す
。
失
対
事
業
関
係

一

要
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

一

に
す
る
べ
き
だ
と
思
う
、
叉
隠
大
な

に
一
九
万
五
千
円
、
社
会
労
働
施
設

一
議
員

泊
第

一
保
育
問
の
予
算
に
つ
い
て

一

金
額
を
追
加
に
割
込
ま
必
る
と
云
う

挫
の
合
計
三
一
五
対
七
千
七
八
O
円

一

は
相
当
広
大
な
も
の
で
あ
る
に
も
か

一

こ
と
は
全
体
計
制
に
対
し
遺
憾
で
あ

の
追
加
と
な
り
ま
す
。

次
に
産
来
経

一

か
わ
ら
ず
当
初
予
算
に
組
ま
な
い
で

一

る

消
防
A

で
は
自
民
技
術
指
辺
良
設
附
益

一

追
加
で
二
九
五
万
円
を
み
て
お
ら
れ

一
当
局
私
は
施
政
方
針
に
つ
い
て
も
話
し

託
料
に
五
万
円
、
耕
地
災
害
復
旧
民

一

る。

全
体
と
し
て
ど
の
位
総
工
費
が

一

を
し
ま
し
た
が
皆
さ
ん
の
了
解
を
得

に
五
六
万
二
千
円
余
、
小
同
地
開
発

一

必
裂
な
の
か
又
地
元
負
担
と
し
て
一

一

た
も
の
と
し
て
予
算
に
計
上
し
た
も

技
削
地
に
二
八
九
万
八
千
円
ζ

れ
の

－

O
O
M
川
を
み
て
お
ら
れ
る
、
こ
れ

一

の
で
あ
り
ま
す
。

主
な
る
使
泌
は
小
布
地
の
行
路
、

一光
は
相
当
多
舶
な
も
の
で
あ
る
こ
れ
は

一瞬
負
担
坪
一
二

O
坪
そ
の
他
迎
動
場
を

民
政
水
路
、
川
仏
水
路
、
羽
入
品
泊
中
町
付
命
と
し
て
あ
る
が
若
し
こ
れ
が
合
め
て
敵
地
一

O
O
Mを
予
定
し
て

山
崎
林
泊
部
で
あ
り
ま
す
。
観
光
町

一

入
い
ら
な
い
場
合
如
何
な
る
処
刑
れ
を

一

い
る
の
か
。

で
は
城
山
一

仰
の
泊
路
訓
在
世
と
し
と
る
の
か
。

一
当
局
将
来
三
五

O
坪
位
必
嬰
と
し
て
予

て
三
万
五
千
円
、
こ
れ
は
将
来
以
山

当

防

補

助

金

の

一
O
五
万
円
、
こ
れ
は

一

定
し
て
お
り
ま
す
。

道
路
左
官
附
別
枠
と
い
紡
ぶ
観
光
自
助

’

第
一
保
育
問
γ
T
A
の
熱
心
な
働
会

一
議
員
泊
第
一
保
育
闘
に
つ
い
て
場
所
は

車
道
路
を
県
視
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
に
よ
り
そ
の
補
助
決
定
し
た
の
で
計

一

何
処
か
又
そ
れ
は
ど
の
位
進
ん
で
い

の
で
あ
る
。
統
計
四
で
は
就
業
附
泊

－

上
し
た
。
さ
さ
に
も
第
一
保
育
闘
の

↑

る
の
か
。

法
水
制
笠
置
と
し
て
六
千
円
、
諸
支
移
築
の
問
題
に
つ
レ
て
は
梢
助
金
が

一
当
局
場
所
は
草
野
係
右
エ
門
さ
ん
宅
附
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近
‘
蚊
地
は
一
二
五

O
Wを
予
呈
し
て

↑悦
明
黒
東
合
口
川
水
組
合
規
約
の
一
郎
一
議
員
当
同
に
さ
き
の
申
し
合
せ
の
時
住

お
り
ま
す
。

一

改

E
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
入
川
町
一

民
の
了
解
を
仰
る
た
め
の
話
し
合
い

議
員
そ
れ
は
雌
足
し
て
レ
る
の
か
。

一

朝
同
町
、
山
川
見
町
を
以
っ
て
組
肌
さ
一

を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
一五
つ
て
あ

当
局
そ
れ
は
や
り
ま
す
。

一

札
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
舟
川
町
が

一

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
話
し
を
進
め
て

議
員
今
広
大
な
経
費
を
か
け
て
保
育
樹

一

入
訟
は
町
正
綿
入
介
併
し
に
の
で
、
入
一

お
ら
れ
な
い
、
そ
れ
で
住
民
の
了
解

の
移
築
す
る
よ
り
も
役
川
町
一
げ
合
を
移

一

銘
打
町
と
制
日
町
と
云
う
こ
と
に
な
る

一

を
得
て
や
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

せ
ば
保
育
問
、
学
俺
問
山
一
も
片
付
く

一

の
と
組
合
会
議
員
の
割
振
り
に
つ
い

一
山町一一
向
全
町
民
の
了
解
を
得
る
こ
と
は
む

し
叉
支
所
出
比
も
官
易
に
な
る
・
・忠

一

て
も
入
丹
川
十
三
人
制
日
町
六
人
均
一

づ
か

L
い
し
、
こ
わ
に
対
す
る
会
合

う
が
当
日
川
は
げ
品川
の
科
怒
り
が
刷
J

J

h

は
一

礼
町
が
一
人
と
な
っ
て
い
た
の
な
野
一

は
行
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
い
ら

な
い
か
。

一

小
の
一
部
分
附
と
舟
見
町
の
合
併
に

一

い
ら
と
叶
件
は
し
て
い
ま
す
。

引
一
一
同
庁
主
に
つ
い
て
は
弘
は
就
任
し
て

一

よ
り
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
も
の
で

一
休
組
午
後
間
時
四
五
分

わ
ず
か
で
あ
り
ま
す
の
で
型
作
考
え

一

あ
る
u

一

（
こ
の
支
所
廃
止
問
題
に
つ
い
て
立
見

て
お
り
ま
せ
ん
が
財
政
叫
位
計
州
で
一
入
汚
町
十
五
人

一

の

誠
設
が
行
な
わ
れ
る
）

三
十
八
年
度
か
ら
計
川
さ
れ
て
レ
る

一

利

H
川

一

丸

人

一
再
開
午
後
五
時
五
五
分

の
で
近
い
う
ち
に
相
決
し
た
い
L
F

川
二

と
す
る
の
こ
れ
は
受
品
川
町
か
h
し
一
（
会
議
時
間
二
時
間
延
長
）

っ
て
川
り
ま
す

d

一

て
d
h

そ
う
な
る
も
の
で
あ
る
。

一
角

川

町

議

例
制
一
一
号
中

「
五
的
正
、
南

体

問

午

後

一一一時

二
一
汁

一

三

此
民
誌
な
く
川
決

一

保
、
大
家
庄
」
を
出
る
、
山
附
、
低

再

附

ん

2
2u

：
一

ο議
案

第

七

号

第

八

号

一

は

一

一一
十
五
何
十
一
月
一
口
ま
で
廃
止
の

議
長
先
れ
か
ら
指
議
己
れ
C
い
Jr、政
手

一

一

中

し

合
せ
刀
で
き
て
い
る
の
で
十
二

出
一
げ
、
日
五
坊
に
つ
い
て
論
議
も
一
必
切
削
日
町
ぃ
火
・
市
川
以
内
条
例
の

一
郎
改

一

バ

二
十
H
前
後
に
こ
れ
を
議
決
し
た

ほ
ミ
れ
九
よ

7
に
ふ
レ・立
す
の
だ

こ

一

止

に

つ

い
て
、
さ
き
に
山
保
、
荒
川
一

レ。

の
へ
ん
で
決
し
た
い
と
叫
い
ま
す
が

一

一忙
の
衣
川
の
み
な
ら
ず
大
家
川

V
A
－－mは
先
れ
休
叫
中
に
中
し
上
げ
た
と
お

汽
川

川

山

一

一は
で
同
の
れ
に
つ

い、
て
に

一

め
て
八
月
一
日
か
ら
地
止
す
る
と
公

一

り
出
比
伎
は
辿
絡
所
を
設
け
て
い
た

幻〈んけ
…州一’山川・
内
記
し
た
の
か
－
UM送
つ

一

ぅ
巾
しん
け山中F

が
で
b

－な
に
た
の
で
川

一

だ
き
た
い
又
り

O
投
出
所
が
陪
止
さ

に
な
円
七
三
午
、
一一－
じ
伎
で
な
け
れ
ば

一

実
し
ま
1
・た
。
山
川
は
泊
附
地
の
川

一

れ
る
ま
で
は
土
地
台
帳
、
印
錦
町
川
別

で
ヲ
な
い
こ
と
に
な
る
。
山
は
ん
1

山

一

係
、
成
は
現
作
V

川
ル
発
屯
．山
工
中
山

一

事
お
か
一
践
し
て
レ
た
だ
‘
F
C
た
い
。

小
泊
し
た
小
作
参加
一
条
件
に
川
っ
た

一

係
が
あ
ゐ
め
で
w！
日分
処
寸
も
の
で
ふ

一
当
川

1
0
円以
刷
所
の
廃
止
ま
で
印
僻
説

的
で
こ
の
内
宍
に
や
ら
し
て
い
た
ど
一

り
ま
す
の
な
お
大
ぷ
爪
は
別
件
の
一

一

則
市
引
の
ね
‘
土
地
台
似
は
役
し
た

レ
と

J
に

．
。

一

m
A古代
め
山
工
セ

ン
ヲ
1
に
出
絡

μ
一

川
山
い
ま
す
u

坑
支
所
の
防
止
後
に
お

‘、4d
・也、

一

一

政
口

先
制
作
か
ら
い
ん
い
ら
税
政
芯
れ
た
一
ぞ
州
川
し
主
寸
ο

一

い
て
も
何
分
四
結
党
伯
供
さ
せ
た
い

町
民
は
制
日
町
全
域
に
作
る
発
似
を
一

品
徒
出
入
り
日
公

…ハ
糸
川
の
一
紅
巳
虻

一

と

考－
J2
1．い
立
す
。

考
隠
さ
れ
て
や
ら
れ
る
こ
と
合
必
引

一
に
つ
レ
て
は
川
判
決
後
、
所
ご
と
に
行
な

一議
定
問
七
け
筋
八
号
の
沈
別
と
訴
議
は
大

し
て
一札
前
閉
山

一
り
刊は
ひ
抗
五
り
の
日
一
っ
て
い
た
の
で
引
火
山
出
止
に
什
い
改

一体
尽
さ
れ
余
白

γ
附
可
決
さ
る

京
に
伐
成
し
ま
す
n

一

ょ

す
る
も
の
で
ふ
り
ま
す
。

一
＠

選

挙

第

一
号

一次
は
千
円
件
以
一
ぃ
心
出
・みる
が
前
川

一
保

一抗
日
々
刷
出
リ
佐
山
叫
に
は
出
船
川
会

一
思
決
合
口
川
水
制
合
A
A
ぷ
此
浩
平

’・l』
叶
川

J

た
た
h
一二
〕
、
〈
主
J

J

J

一
一

一川
〈
こ
と
か
川
心
し
く
い
た
ド
一、．ひ
た

一
件
刈

午
後
六
時

・9

、t

・・
，・A
，．． 

、、

－
1
・
、

－
－

－

一

一

・
H
N

叶
．

，げ、．、
十Aj

a

d

山
出
し
汁
っ
て
川
ト
ハ
み
寸
’
h
u

しし
1

・
5
f
一

L

一

n
u
’i
十
プ

H
t正
J

と
で
叫
し
た
い
。

一民一川

児
科
いれの’
」と
は
し
叫
例
に
定
め
る

一
選
挙
刀
法
間
以
指
名
巡
不
と
し
議
長
の
抗

議
長
一
心
こ
の
川
出
は
認
め
て
v
l
M
に

一

ら

裂

は
な
い
、
、
町
長
が
必
．

mと
り
川
め

一円
に
よ
り
八
よ
い
川
県
ぷ
な
く
次
の
沢
氏
が
そ

h

九
分
作
一
け
す
る
と

い
う
こ
と
で
己
記

一

れ
ば

m’＼
こ
と
が
で
き
心
こ
と
に
な

一
れ
ぞ
れ
勺
出
と
な
る
占

し

た

い

。

っ

J

－
い
ま
寸
。

一

泊

地

ば

一

大

村

山

山

全
員
了
承
服
七
山

一
け
り
沼
五
日げ
一日

決

議

は
主
所
の
一
抑
止
凶
作
川
不
川
に
町
内
で

一

太
山
不
正
地
収
脱
出
一
一
三
次
郎

あ
る
が
甲
山
地
以
の
・
公
平
和
v．
欠
し
な
い

一
’

川

水

伝

半

。

議

案

第

六

号

よ

ー

に

悶

い

た

レ

。

山

的

地

収

川

好

1
1

紀
ノ
川

湖
僻
の
人

法
の
な
筆、

み
だ
れ
史
を
読
む

組
問
と
そ
の
妻

日
本
昆
虫
記

大
阪
城
物
店

楼
闘

迷
子
の
天
使

風
は
さ
さ
や
く

協
同
は
雌
計
郎
十

世
相
議
時
記

民
俗
故
事
物
一
市
川

ネ
ッ
ト
f
T

ぷ

ふ
次
潮

立
山

札

k
w

チ
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ヲ
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の
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本
U
M
m

忘
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え
れ
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鉢
舶
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銃
殺

お
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物
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市
十
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一

回

日

本

ジ

ャ

ン

ボ

一

の

配

偶

者

が

、

六

千

円

を

こ

え

る

年

金

を
受
け
る
と
を
は
、
そ
の
期
間
そ
の
年

り

！

開

催

十

金
網
よ
り
六
千
円
を
差
引
い
た
残
り
の

於
滋
賀
県
琵
菅
湖
畔

ιて

一

室

十

一

月

よ

り

福

祉

年

金

〈

無

拠

出

一

き

。

摘

が

支

給

怖

い

比

さ

れ

る

。

し

か

し

差

引

一

制
）
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

一①
本
年
十

一
月
一
日
以
后
昭
和
三
十
六
ド

L
た
践
し
り
勺
倒
カ
、
六
千
円
を
こ
払
え
る

八
月
六
日
よ
り
八
月
十
日
ま
で
の
五
日

一木
年
十
月
二
十
五
日
よ
り
一
一
一
十
日
ま
で
の

一
一
、
福
祉
年
金
の
箇
別
並
に
受
給
拙
者

一

三
月
三
十
一
日
以
前
に
夫
を
な
く
し
が
と
き
で
も
、
六
千
円
ー
で
停
止
し
そ
れ

間
二
万
の
ス
カ
ウ
ト
が
参
加
し
て
第
二
回
て
ハ
日
間
、
東
京
都
に
お
い
て
開
催
さ
れ
み

一A

老
会
側
祉
年
金

一

ご
十
才
以
上
で
、
六
十
才
米
化
の
妻
一
町

一

以
上
川
伴
此
し
な
い
。

日
本
ジ
ャ
ン
ボ
リ
ー
が
琵
琶
湖
畔
限
定
鹿
野

一
第
十
四
回
国
民
体
育
大
会
の
出
場
権
を
争

一①
昭
和
三
十
四
年
十
一
月
一
日
に
七
十
才
一

義
務
教
育
終
了
前
の
子
（
夫
が
死
亡
当

一①
去
と
重
約
二
人
が
福
祉
年
金
を
受
け
る

草
原
で
鉱
山
県
連
旗
を
先
頭
乞
し
て
と
円
一う
準
硬
式
野
球
北
陸
プ
ロ
ツ
グ
大
会
（
長

一

以
上
の
人
（
明
治
二
十
二
年
十
一
月

二

時
生
活
－
P
－
共
に
し
て
い
た
こ
と
）
を
扶
一

主
ぎ
は
、
夫
＃
の
福
祉
年
金
の
う
ち
か

ー

工

自

一野
県
、
新
樹
県
、
宮
山
県
、
石
川
県
、
福
一

日
以
前
に
生
ま
れ
た
も
の
）

一

議
し
て
い
る
と
き
・
0

一

ら
三
千
円
治
支
給
停
止
さ
れ
る
。
例
え

れ

一

引

い

い

日

十

名

が

盛

μ
J一
井
県
）
が
、
来
る
九
月
六
日
（
日
服
臼〉

①
昭
和
三
十
四
年
十
一
月
一
日
に
七
十
才
一①
昭
和
一
一
子
六
年
四
月
一
日
に
五
十
才
ど

一

ば
、
夫
が
守
福
祉
年
金
を
受
け
要
が

1

1
日
迎
総
点
り

一
朝
日
町
小
丸
山
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
開
併
米
純
で
あ
る
人
の
う
ち
、
昭
和
三
十
六

－

唱
え
る
裂
が
、
企
年
四
月
一
日
ル
后
γ

笠
岡
稲
祉
王

A2受
け
る
と
き
は
央
の

日
ど
る
の
訓
練
の
成
果
た
こ
の
会
ま
つ
り

一
さ

れ

ま

す

レ

年

四

月

一

日

に

五

十

才

を

越

し

て

い

る

一

去
を
な
く
し
、

火
が
な
く
な
っ
た
当
附
一

老
令
筒
性
化
－
A

況
に
つ
い
て
三
千
円
が
交

で
示
し
関
境
や
宗
教
を
越
え
た
兄
弟
涯
が

一
町
民
各
位
の
絶
大
な
御
協
力
を
お
願
い
し
人
が
七
十
才
に
な
っ
た
と
き

－

生
活
を
共
に
し
て
い
た
義
務
教
育
終
了

一

給
停
止
さ
れ
る
。

E
P
玄
れ
る
事
を
期
待
す
る
」
と
あ
い
さ
つ

一
ま

す

。

老

令

福

祉

年

金

額

一
万
二
千
円
＼
前
の
子
を
、
扶
養
し
ご
、
る
時
〈
夫
が
①
老
令
又
は
障
害
福
祉
年
金
を
受
け
る
入

が
あ
り
参
加
の
喜
び
を
胸
一
ぱ
い
に
多
忙

で
J
1
1
r
E
，‘J
3
1
j
J
t
：・
J
・・・・’・
1
1
1
1
2
J
I
t
r
－

B

障

害

福

祉

年

金

死

亡

日

に

六

十

才

N
u
y
m妻
は
除
か
1

の
配
偶
者
が
、
前
年
に
所
得
が
あ
っ
て

な
・フ
ラ
ン
を
組
み
設
常
に
椛
抜
に
郷
土
の
一

第

五

回

朝

日

町

民

－
①

本

年

十

一

月

一

日

二

十

才

以

上

で

、

す

る

）

ォ

－

所
得
税
を
納
め
て
い
る
と
き
は
、
一
年

名
畿
を
か
け
て
活
問
、
ス

カ
7
ト
競
純
で

排

球

大

会

開

催

さ

る

で

に

一

級

の

廃
疾
に
な
っ
て
い
る
と
き
①
失
が
亡
く
な
っ
た
当
時
．

1
（内
川

一①
間
叩
M
M
町

一

服

れ

れ

れ

り

γ
人

士
守
こ
催
秀
な
成
績
を
お
さ
め
た
。
－
週

一

去
る
八
月
L
日
、

①

本

年
十

一
月
一
日
前
に
け
が
を
し
て
、
中
）
で
あ
っ
た
子
が
生
れ
T
と
き
t

の
扶
養
浅
事
者
が
、
前
年
に
二
万
三
千

聞
に
わ
た
っ
た
本
大
会
の

f
iせ

ゴ
に
山
川
て
弘
の
各
院
刻
印
市
川
内

一

J
ト

初

日

持

持

続

幻

川

け

昨

日

い

ω
刊
誌
泣

M
1に
六
百
情
以
上
の
所
得
税
を
納
め
て
レ
る

元
気
で
八
月
十
一
日
会
員
一
冗
J
E
て
帰

γし
－
参
力
日
頃
の
控
を
競
っ
ち
刀
、

男
女
と
一

は
除
か
れ
る
）

，

母

子

福

祉

年

金

矧

一
万

二

千

円

場

合

福

祉
年
金
は
一

年
間
支
給
停
止

た。

一も
に
大
家
庄
チ
1
ム
に
凱
献
が
あ
が
っ
た

一①
本
年
十
一
月
以
后
昭
和
三
十
六
年
三

月

扶

養

す
る
平
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
、
さ
れ
る
。

町
民
各
伎
の
絶
大
な
る
御
支
捜
に
よ
っ

一

男
子
の

部

三

十

一

日

ま

で

の

聞

に

、

け

が

を

し

て

一
人
を
除
い
た
子
一
人
に
つ
き
、
－
一子
①
母
子
福
川
年
金
を
受
け
る
一家

、
一
一
十

て
符
い
体
一
肢
を
得
る
機
会
－
V
与
え
て
下
さ

一

二

泊

泊

三
区

一
級
の
廃
疾
に
な
っ
た
人
〈
け
が
を
し
四
百
円
が
加
さ
A

』

れ

る

。

一

五

才

J

－勺，
γ
と
共
に
生
活
を
し
て
い

っ
た
事
を
紙
上
を
も
っ
て

M
く
御
礼－

m上
一

女

子

の

部

た

と

き

七

十

才

以

上

の

人

は

除

か

れ

る

二

、

支

給

制

良

、

る

と

き

は

そ

の

問

問

福

祉
年
金
は
支

ま
す
o

一

二

位

泊

三

区

）

①

恩

給

や

共
削
組
合
の
年
金
や
厚
生
年
金
給
停
止
さ
れ
る
。
但
し
そ
の
子
が
長
い

間
の
病
気
や
負
傷
、
廃
疾
、
失
業
を
し

一①
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
に
五
十
才
か
災
害
補
償
に
よ
る
障
害
補
償
や
、
遺
族

一写

真

ら

六

十

九

才

ま

で

の

人

で

、

四

月

一

日

補

償

等

を

受

け

て

い

る

人

で

、

そ

の

支

－

れ
い
%
と
き
は
、
福
祉
年
金
は
支
給
さ

一

上
H

餐
…
告
に
お
け
る
下
新
川
一
凶
の
以
后
に
山
川
が
を
し
て
一
級
の
際
疾
に
な

－

給
さ
れ
る
額
が
、
福
祉

M
G
M綿
一
れ
れ
吉
一
・
福
祉
年
金
の
支
払
い

ヤ
ン
ブ

サ

イ

ト

っ

た

人

多

い

と

き

、

悩

何
年
ゴ
』
4
3
6
1
c

一
O
三
年
の
－
一
月
か
ら
翌
年
の
二
月
ま
で

下
H
キ
ヤ
ン
デ
の
工
作
（
一
一
い
け
れ
）
空
宇
玄
米
摘
で
け
が
を
し
て
治
慌
を
う
い
。
し
か
し
そ
の
年
金
が
、
稿
一
社
年
金
引
凶
ケ
刊
分
を
昭
和
三
十
五
年
三
月
よ

二
世
子
、

一

け
一
級
の
廃
疾
と
な
っ
た
人
が
、
二
十
の
稲
よ
り
少
な
い
ー
さ
は
、
少
な
い
掛
り
郵
便
配
に
於
て
支
払
う
。

E
m

－

－4
V

な

っ

た

と

主

だ

け

支

給

さ
れ
る

日

輔

一①
二
十
才
未
満
で
け
が
を
し
て
、
治
療
を
め
歓
獄
や
労
役
場
専
に
拘
禁
さ
れ
た
え
①
…
宝
石

1
4
M
1
U
M
f
M
b－、

一

う
け
二
十
才
を
過
ぎ
て
か
ら
一
級
の
廃
一

少
年
院
等
に
牧
山
印
さ
れ
て
い
る
人
に
九
四
、
申
請
釦
付

伐
に
な
っ
た
と
き
。

一

そ
の
期
間
福
州
作
金
は
支
給
さ
れ
な
ベ
ご

①
本
年
十

一
月
一
日
よ
り
福
侃
年
金
の
受

陥
山
陽
稿
祉
年
金
制
一
万
八
千
円
伺
弘
対
年
品
川
や
一
受
け
る
人
が
、
伯
作
に
寸

－

念
総
民
自
の
申
請
受
付
は
九
月
一
日
よ
り

－じ

母

子

補

靴

作

昼

食

三

万

円

（

た

だ

し

年

余

の

支

給

を

受

け

札

誌

で

子

、

、

九

月

二

十

五

日

迄

に

県

白

る
へ
の
予
て
義
務
教
省
終
了
前
の
子

一

，f
1

干
し

一①
本
年
十
一
月
一
日
に
既
に
夫
を
な
く
し
一

－
人
に
つ
い
て

一
万
五
千
円
が
加
算
さ

一

へ
札
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、

一

た
二
十
才
以
上
の
妻
が
、
夫
が
な
く
な
一

れ
る
）
を
こ
え
る
収
入
が
あ
る
と
き
に

一

受
給
該
当
者
は
別
途
配
付
の
福
祉
年
金

一

っ
た
当
時
生
活
を
共
に
し
て
い
た
義
務
一

一
年
間
知
何
年
合
は
友
給
さ
れ
な
い
。

一

申
請
書
に
、
該
当
事
項
記
入
の
上
、
提

一

教
育
終
了
前
の
子
を
扶
養
し
て
い
る
と
一
①
老
令
又
は
陣
容
一
他
社
年
余
を
受
け
る
人
一

出
し
て
下
さ
い
。

第
十
四
国

第

福
祉
年
金
に

つ
い

て

国

民

体

育

穴

4』
:0: 
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